
 

 

 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和７年11月４日 

岩手県教育委員会       

教育長 佐 藤 一 男  

岩手県教育委員会規則第８号 

   岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和32年岩手県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

  
学校名 区分 

全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程     
学校名 区分 

全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程   

  学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数     学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数   

   ［略］      ［略］   

 岩手県

立南昌

みらい

高等学

校 

 普通科 

体育科 

28 

２ 

 ［略］   岩手県

立南昌

みらい

高等学

校 

 普通科 

体育科 

26 

１ 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立北上

翔南高

等学校 

 総合学

科 

14  ［略］     岩手県

立北上

翔南高

等学校 

 総合学

科 

 

13  ［略］   

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立西和

賀高等

学校 

  普通科 ４  ［略］     岩手県

立西和

賀高等

学校 

  普通科 ５  ［略］   

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立前沢

高等学

校 

  普通科 ４  ［略］     岩手県

立前沢

高等学

校 

  普通科 ３  ［略］   

  岩手県

立金ケ

崎高等

学校 

  普通科 ６  ［略］      岩手県

立金ケ

崎高等

学校 

  普通科 ５  ［略］    

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立大東

  普通科 

［略］ 

６ 

［略］ 

 ［略］ 

 

    岩手県

立大東

  普通科 

［略］ 

５ 

［略］ 

 ［略］ 

 

  



 

 

高等学

校 

 高等学

校 

  ［略］    ［略］  

 岩手県

立大槌

高等学

校 

 普通科 

地域探

究科 

２ 

４ 

 ［略］   岩手県

立大槌

高等学

校 

  

地域探

究科 

 

６ 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

 岩手県

立久慈

翔北高

等学校 

 電子機

械科 

工業科 

建設環

境科 

［略］ 

２ 

 

１ 

２ 

 

［略］ 

 ［略］   岩手県

立久慈

翔北高

等学校 

 電子機

械科 

工業科 

建設環

境科 

［略］ 

１ 

 

２ 

１ 

 

［略］ 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立軽米

高等学

校 

  普通科 ６  ［略］      岩手県

立軽米

高等学

校 

  普通科 ５  ［略］    

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立福岡

高等学

校 

  普通科 12  ［略］     岩手県

立福岡

高等学

校 

  普通科 11  ［略］   

  ［略］    ［略］  

備考１ ［略］ 

  ２ 岩手県立大槌高等学校の普通科については、令和

６年度以後の入学に係る生徒の募集を停止する。 

  ３ ［略］ 

備考１ ［略］ 

 

 

  ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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